
六
七

漢
字
學
硏
究　

第
六
號

キ
ー
ワ
ー
ド　

西
周
金
文　

宣
王
標
準
器　

土
地
境
界
設
定　
　

器
名　

呉
虎
鼎

時
代　

西
周
後
期
（
宣
王
）

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
銘
文
中
に
「
𤕌
（
申
）
剌
（
厲
）
王
令
（
厲
王
の
命
を

申か
さ

ね
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
器
は
厲
王
を
繼
い
だ
宣
王
あ
る
い
は
幽
王
期
の

も
の
と
な
る
。『
史
記
』
十
二
諸
侯
年
表
に
よ
れ
ば
、
宣
王
の
治
世
は
前
八
二
七

年
か
ら
前
七
八
二
年
の
四
六
年
閒
、
幽
王
の
治
世
は
前
七
八
一
年
か
ら
前
七
七
一

年
の
十
一
年
閒
で
あ
り
、
本
器
の
紀
年
「
十
又
八
年
」
が
宣
王
の
在
位
十
八
年
で

あ
る
と
確
定
で
き
る
。
こ
の
點
に
關
し
て
各
著
錄
・
考
證
に
異
論
は
な
い
。

出
土一

九
九
二
年
、
陝
西
省
西
安
市
長
安
區
申
店
郷
徐
家
寨
（
長
安
縣
城
南
約
二
キ

ロ
）
で
出
土
。
黑
河
引
水
工
事
中
に
掘
り
出
さ
れ
た
た
め
に
、出
土
狀
況
は
不
詳
。

收
藏　

長
安
博
物
館
（
陝
西
省
西
安
市
）

著
録
略
稱

近
出
：
劉
雨
・
嚴
志
斌
『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
）、

364新
收
：
鐘
柏
生
・
陳
昭
容
・
黃
銘
崇
・
袁
國
華
『
新
收
殷
周
靑
銅
器
銘
文
曁
器
影

匯
編
』（
藝
文
印
書
館
、
二
〇
〇
六
年
）、709

銘
圖
：
呉
鎭
烽
『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
）、2446

田
曉
利
『
長
安
瑰
寶
』（
世
界
圖
書
出
版
公
司
、
二
〇
〇
二
年
）（
未
見
）

考
釋

①
李
學
勤
「
呉
虎
鼎
考
釋
―
夏
商
周
斷
代
工
程
考
古
學
筆
記
」（『
考
古
與
文
物
』

一
九
九
八
年
第
三
期
。
の
ち
『
夏
商
周
年
代
學
札
記
』
遼
寧
大
學
出
版
社
、

一
九
九
九
年
。『
新
出
靑
銅
器
研
究
（
增
訂
版
）』
人
民
美
術
出
版
、
二
〇
一
六

年
に
再
録
）

②
穆
曉
軍
「
陝
西
長
安
縣
出
土
西
周
呉
虎
鼎
」（『
考
古
與
文
物
』
一
九
九
八
年
第

三
期
）

③
周
曉
陸
・
穆
曉
軍
「
呉
虎
鼎
銘
録
」（『
考
古
與
文
物
』
一
九
九
八
年
第
三
期
）

金
文
通
解

呉
虎
鼎

松　
　

井　
　

嘉　
　

德



呉
虎
鼎

六
八

④
張
培
瑜
・
周
曉
陸
「
呉
虎
鼎
銘
紀
時
討
論
」（『
考
古
與
文
物
』
一
九
九
八
年
第

三
期
）

⑤
『
考
古
與
文
物
』
編
集
部
「
呉
虎
鼎
銘
座
談
紀
要
」（『
考
古
與
文
物
』
一
九
九
八

年
第
三
期
）
王
輝
、
張
懋
鎔
、
周
曉
陸
・
穆
曉
軍
、
曹
瑋

⑥
李
學
勤
「
呉
虎
鼎
研
究
的
拡
充
」（『
夏
商
周
年
代
學
札
記
』、
前
掲
）

⑦
松
井
嘉
德
「
呉
虎
鼎
銘
考
釋
―
西
周
後
期
、
宣
王
朝
の
實
像
を
求
め
て
」（『
史

窗
』
第
六
二
號
、
二
〇
〇
四
年
）

⑧
髙
澤
浩
一
『
近
出
殷
周
金
文
考
釋
』
第
二
集
（
研
文
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

參
考
文
獻

⑨
唐
蘭
「
作
册
令
尊
及
作
册
令
彝
銘
文
考
釋
」（『
國
立
北
京
大
學
國
學
季
刊
』
四

卷
一
期
、
一
九
三
四
年
。
の
ち
『
唐
蘭
先
生
金
文
論
集
』
紫
禁
城
出
版
社
、

一
九
九
五
年
に
再
録
）

⑩
唐
蘭
「
西
周
銅
器
斷
代
中
的
〝
康
宮
〞
問
題
」（『
考
古
學
報
』
一
九
六
二
年
第

一
期
。
の
ち
『
唐
蘭
先
生
金
文
論
集
』
に
再
録
）

⑪
林
巳
奈
夫『
殷
周
時
代
靑
銅
器
の
研
究
―
殷
周
靑
銅
器
綜
覽
一
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
四
年
）

⑫
林
巳
奈
夫
『
春
秋
戰
國
時
代
靑
銅
器
の
研
究
―
殷
周
靑
銅
器
綜
覽
三
』（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）

⑬
張
培
瑜
『
中
国
先
秦
史
暦
表
』（
齊
魯
書
社
、
一
九
八
七
年
）

⑭
張
培
瑜
『
三
千
五
百
年
暦
日
天
象　

合
朔
滿
月
表
』（
河
南
敎
育
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
。
の
ち
大
象
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

⑮
夏
商
周
斷
代
工
程
專
家
組
『
夏
商
周
斷
代
工
程
一
九
九
六
―
二
〇
〇
〇
年
階
段

成
果
報
告　

簡
本
』（
世
界
圖
書
出
版
公
司
、
二
〇
〇
〇
年
）

⑯
彭
裕
商
『
西
周
靑
銅
器
年
代
綜
合
研
究
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
三
年
）

⑰
陝
西
省
考
古
研
究
院
『
梁
帯
村
芮
國
墓
地
：
二
〇
〇
七
年
度
發
掘
報
告
』（
文

物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）

器
制通

高41cm

、
口
徑40cm

。
耳
高7.9cm

、
耳
寛9.5cm

、
足
高18cm

、
足

徑4cm

、
壁
厚0.5cm

。
重15.4kg

。

深
腹
半
球
形
、
立
耳
、
平
折
沿
、
蹄
足
。

⑯
彭
裕
商
は
D
型
（
半
球
形
腹
円
鼎
）
Ⅱ
式
に
分
類
し
、
宣
王
期
前
後
に
流
行

し
た
と
す
る
。

口
沿
下
に

鳳
紋
に
變
形
し
た
竊
曲
紋
と
一
道
の
弦
紋
。
腹
底
三
足
の
閒
に
二

道
の
弦
紋
三
組
。

一
足
が
脱
裂
し
て
い
る
が
、「
早
年
」
に
鑄
掛
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
銅
片

が
殘
存
。

口
沿
下
に
長
さ24cm

の
斷
裂
が
あ
る
。

鼎
底
に
分
厚
い
煤
が
付
着
し
、
紋
樣
等
に
も
煤
の
痕
迹
が
あ
る
。
こ
の
器
が
嘗

て
實
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
の
判
斷

は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

銘
文一

九
九
七
年
の
除
錆
作
業
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
。
内
壁
に
十
六
行
、
一
六
五
字

（
重
文
二
）



六
九

漢
字
學
硏
究　

第
六
號

隹
（
唯
）
十
又
八
年
十
又
三
月
既

生
霸
丙
戌
、
王
才
（
在
）
周
康
宮
𢕌
（
夷
）

宮
、

（
道
）
入
右
呉
虎
、
王
令
（
命
）
善
（
膳
）
夫

豐
生
・
𤔲
工
𩀢
（
雍
）
毅
、
𤕌
（
申
）
剌
（
厲
）
王
令
（
命
）、

取
呉
먼
舊
彊
（
疆
）、
付
呉
虎
、
厥
北
彊
（
疆
）、

涵
人

彊
（
疆
）、
厥
東
彊
（
疆
）、
官
人

彊
（
疆
）、
厥
南
彊
（
疆
）、
畢
人

彊
（
疆
）、
厥
西

彊
（
疆
）、
꿗
姜

彊
（
疆
）、
厥
영
（
倶
）
履
뀬
（
封
）、
豐

生
・
𩀢
（
雍
）
毅
・
伯

（
道
）・
内
（
芮
）
𤔲
土
寺
𠦪
、

呉
虎
낏
（
拜
）
𩒨
（
稽
）
首
天
子
休
、
賓
善
（
膳
）

夫
豐
生
章
（
璋
）・
馬
匹
、
賓
𤔲
工
𩀢
（
雍
）

毅
章
（
璋
）・
馬
匹
、
賓
内
（
芮
）
𤔲
土
寺
𠦪

璧
・
瑗
、
書
尹
友
守
史

、
賓
史

𠦪
（
賁
）
韋
（

）
兩
、
虎
낏
（
拜
）
手
𩒨
（
稽
）
首
、
敢
對

륰
（
揚
）
天
子
不
（
丕
）
顯
魯
休
、
用
乍
（
作
）
朕
皇

且
（
祖
）
考
庚
孟
깻
鼎
、
其
子
々
孫
々
、
永
寶
。

以
下
、
銘
文
の
考
釋
を
行
う
が
、
參
照
す
る
靑
銅
器
銘
の
引
用
に
際
し
て
は
、

銘
圖
の
著
錄
番
號
・
斷
代
案
、
な
ら
び
に
⑪
林
・
⑫
林
の
斷
代
案
を
付
す
。
た
だ

し
、
西
周
期
の
靑
銅
器
銘
に
つ
い
て
は
「
西
周
」
を
省
略
し
、
銘
圖
の
早
期
は
前

期
、
晩
期
は
後
期
に
改
め
た
。



呉
虎
鼎

七
〇

銘
文
考
釋

隹
（
唯
）
十
又
八
年
十
又
三
月
既
生
霸
丙
戌
、

⑬
張
培
瑜
に
よ
れ
ば
、
宣
王
十
八
（
前
八
一
〇
）
年
十
二
月
は
戊
寅
15
朔
、

十
三
月
は
丁
未
44
朔
、
十
九
年
一
月
は
丁
丑
14
朔
と
な
る
。
本
銘
の
「
十
又
三
月

既
生
霸
丙
戌
23
」
は
⑬
張
培
瑜
の
宣
王
十
八
年
十
三
月
に
は
入
ら
ず
、
前
月
十
二

月
あ
る
い
は
十
九
年
一
月
に
入
り
う
る
。

①
李
學
勤
は
、
同
じ
く
宣
王
期
に
屬
す
る
克
鐘
（15292

〜15296

・
後
期
、
Ⅲ
）

の
「
十
又
六
年
九
月
初
吉
庚
寅
27
」
が
や
は
り
宣
王
十
六
（
前
八
一
二
）
年
の
九

月
（
庚
申
57
朔
）
に
入
ら
ず
、
そ
の
前
後
の
八
月
（
辛
卯
28
朔
）
と
十
月
（
庚
寅

27
朔
）
に
入
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
、
⑬
張
培
瑜
が
實
際
の
曆
譜
と
一
ケ
月
ず
れ

て
い
る
と
主
張
す
る
。

⑮
夏
商
周
斷
代
工
程
專
家
組
は
、
そ
れ
を
承
け
て
か
、
こ
の
紀
年
が
宣
王
十
八

年
十
三
月
（
丁
丑
14
朔
、
⑬
張
培
瑜
の
一
九
年
正
月
）
の
丙
戌
23
で
あ
り
、
既
生

霸
の
範
圍
に
入
り
う
る
と
す
る
。

④
張
培
瑜
・
周
曉
陸
は
、
⑬
張
培
瑜
を
參
照
し
つ
つ
、
彼
ら
が
宣
王
期
の
も
の

と
考
え
る
師
뗖
簋
（5363

・
後
期
）「
王
元
年
正
月
初
吉
丁
亥
」、叔
專
父

（5657

〜5660

・
後
期
、
Ⅲ
A
）「
王
元
年
…
…
六
月
初
吉
丁
亥
」、
껜
簋
（5342

〜

5343

・
後
期
）「
二
年
正
月
初
吉
…
…
丁
亥
」、
史
頌
簋
（5259

〜5267

・
後
期
、

Ⅲ
B
）「
三
年
五
月
丁
巳
」、
頌
壷
（12451

〜12452

・
後
期
、
Ⅲ
B
）「
三
年
五

月
既
死
霸
甲
戌
」（
頌
簋（5390

〜5397

・
後
期
、Ⅲ
B
）も
同
銘
）、兮
甲
盤（14539

・

後
期
、
Ⅲ
B
）「
五
年
三
月
既
死
霸
庚
寅
」、
五
年
琱
生
簋
（5340

・
後
期
、
Ⅲ

A
）「
五
年
正
月
乙マ

マ丑
」（
實
際
に
は
己
丑
）、
六
年
琱
生
簋
（5341

・
後
期
）「
六

年
四
月
甲
子
」、
師
꽐
簋
（5381

〜5382

・
後
期
、
Ⅲ
B
）「
十
又
一
年
九
月
初

吉
丁
亥
」、

季
子
白
盤
（14538

・
後
期
）「
十
又
二
年
正
月
初
吉
丁
亥
」、
克

鐘
／
鎛
（15814

・
後
期
）「
十
又
六
年
九
月
初
吉
庚
寅
」、
此
鼎
／
簋
（2484

〜

2486/5354

〜5361

・
後
期
（
宣
王
世
）、
Ⅲ
A
）「
十
又
七
年
十
又
二
月
既
生
霸

乙
卯
」、
𧽙
鼎
（2479

・
後
期
（
厲
王
世
））「
十
又
九
年
四
月
既
望
辛
卯
」、
鬲
攸

從
鼎
（2483

・
後
期
、
Ⅲ
B
）「
卅
又
一
年
三
月
初
吉
壬
辰
」、
晋
侯
蘇
鐘
（15298

〜15313

・
後
期
（
厲
王
世
））「
王
卅
又
三
年
…
…
正
月
既
生
霸
戊
午
…
…
二
月

既マ

マ望
癸
卯
（
實
際
に
は
既
死
霸
壬
寅
）
…
…
六
月
初
吉
戊
寅
…
…
丁
亥
…
…
庚
寅
」

の
紀
年
を
檢
討
し
、
共
和
の
十
四
年
閒
が
宣
王
治
世
に
含
ま
れ
う
る
可
能
性
を
主

張
す
る
。
そ
の
場
合
、
呉
虎
鼎
銘
の
「
十
又
八
年
」
は
前
八
二
五
年
と
考
え
、
⑬

張
培
瑜
の
当
該
年
に
は
閏
月
が
な
い
た
め
に
「
十
又
三
月
既
生
霸
丙
戌
23
」
は
翌

年
・
前
八
二
四
年
一
月
（
甲
戌
11
朔
）
の
十
三
日
と
な
る
と
主
張
す
る
。

王
才
（
在
）
周
康
宮
𢕌
（
夷
）
宮
、

（
道
）
入
右
呉
虎
、

「
周
康
宮
𢕌
（
夷
）
宮
」
は
岐
周
に
あ
っ
た
夷
王
の
宮
廟
。
𢕌
王
の
名
は
仲

父
簋
銘
（5199

〜5200

・
後
期
）、

盤
銘
（14543

・
後
期
（
宣
王
世
））
に
み

る
が
、

盤
の
出
現
に
よ
っ
て
𢕌
王
が
夷
王
で
あ
る
こ
と
が
確
實
に
な
っ
た
。

盤
銘
に
つ
い
て
は
、馬
越
靖
史
「
金
文
通
解　

盤
」（『
漢
字
學
研
究
』
第
二
號
、

二
〇
一
四
年
）
を
參
照
。「
周
康
宮
𢕌
宮
」
は
此
鼎
／
簋
銘
に
み
え
て
い
る
が
、

ほ
か
に
鬲
攸
從
鼎
／
鬲
從
簋
銘
（5335

・
後
期
）
に
「
周
康
宮
𢕌
大
室
」、
成
鐘

銘
（15264

・
後
期
（
厲
王
世
））
に
「
周
康
𢕌
宮
」
と
い
う
表
現
が
み
え
る
。『
史



七
一

漢
字
學
硏
究　

第
六
號

記
』
魯
周
公
世
家
に
「
宣
王
…
…
乃
立
稱
於
夷
宮
、
是
爲
孝
公
」
と
あ
り
、
集
解
・

韋
昭
注
は
「
夷
宮
者
、
宣
王
祖
父
夷
王
之
廟
。
古
者
爵
命
必
於
祖
廟
」
と
解
釋
す

る
。①

李
學
勤
は
、
道
入
（
内
）
を
人
名
と
考
え
、
下
文
の
「
伯
道
内
」
と
同
一
人

物
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
同
一
人
物
の
「
名
」
が
「
入
」
と
「
内
」
に
書
き
分

け
ら
れ
て
い
る
と
の
主
張
に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
右
者
が
受
命
者
を
儀
禮
の

場
に
導
く
こ
と
を
「
入
右
受
命
者
」【
入
り
て
受
命
者
を
右た

す

く
】
と
表
現
す
る
事

例
は
多
數
あ
る
。
本
銘
も
ま
た
「
道
入
り
て
呉
虎
を
右
け
」
と
讀
み
、道
（
伯
道
）

は
儀
禮
の
右
者
た
る
人
名
と
考
え
て
よ
い
。伯
道
が
道
と
省
略
さ
れ
う
る
こ
と
は
、

伯
龢
鼎
銘
（1900

・
前
期
）「
伯
龢
作
召
伯
父
辛
寶
깻
鼎
」【
伯
龢
、
召
伯
父
辛
の

寶
깻
鼎
を
作
る
】
の
伯
龢
が
、龢
爵
銘
（8569
・
前
期
）「
龢
作
召
伯
父
辛
寶
깻
彝
」

【
龢
、
召
伯
父
辛
の
寶
깻
彝
を
作
る
】
で
は
龢
と
記
さ
れ
る
事
例
と
同
じ
で
あ
る
。

①
李
學
勤
は
作
器
者
呉
虎
の
「
呉
」
を
氏
族
名
と
せ
ず
、こ
れ
を
官
名
の
「
虞
」、

す
な
わ
ち
『
周
禮
』
地
官
の
山
虞
・
沢
虞
の
類
と
主
張
す
る
。
そ
の
事
例
と
し
て

同
簋
銘
（5322

〜5323

・
中
期
）「
王
命
同
、
左
右
呉
大
父
、
𤔲
場
・
林
・
呉
（
虞
）・

牧
」【
王
、
同
に
命
ず
。
呉
大
父
を
左た

す右
け
、
場
・
林
・
虞
・
牧
を
𤔲
つ
か
さ
どれ
】
の
呉

大
父
を
挙
げ
る
が
、
こ
の
銘
文
か
ら
呉
大
父
の
「
呉
」
が
官
名
で
あ
る
こ
と
は
證

明
で
き
な
い
。

叔
大
父
鼎
銘
（1996

・
後
期
）・
魯
伯
大
父
簋
銘
（4861
〜

4863

・
春
秋
前
期
、
春
秋
Ⅰ
）・
曾
仲
大
父

簋
銘
（5228

〜5229

・
後
期
）・

筍
伯
大
父

銘
（5606

・
後
期
）
な
ど
の
事
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
呉
大
父
の
「
呉
」

も
ま
た
氏
族
名
で
あ
っ
て
か
ま
わ
な
い
。「
呉
」
を
官
名
と
す
る
李
氏
は
、
呉
虎

の
氏
族
名
を
本
器
末
に
み
え
る
作
器
對
象
「
朕
皇
祖
考
庚
孟
」
の
「
庚
」
と
す
る

が
、
作
器
對
象
た
る
庚
孟
の
名
は
呉
뇏
父
簋
銘
（4944

〜4946

・
後
期
）「
呉
뇏

父
作
皇
祖
考
庚
孟
깻
簋
、
其
萬
年
、
子
々
孫
々
、
永
寶
用
」
に
も
み
え
て
い
る
。

⑦
松
井
で
主
張
し
た
よ
う
に
、
呉
虎
と
呉
뇏
父
は
同
一
人
物
の
稱
謂
の
バ
リ
エ
イ

シ
ョ
ン
に
お
さ
ま
り
、「
呉
」
を
氏
族
名
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
膳
夫
吉
父
鼎
銘
（2078

・
後
期
）
な
ど
に
み
え
る
膳
夫
吉
父

の
稱
謂
を
參
照
す
れ
ば
、
①
李
學
勤
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
呉
虎
（
呉
뇏
父
）
の

「
呉
」が
官
名
で
あ
る
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。こ
こ
で
は
、

呉
뇏
父
簋
銘
が
一
族
内
で
の
祖
先
祭
祀
を
念
頭
に
お
い
た
短
銘
で
あ
り
、
そ
こ
で

あ
え
て
官
名
を
用
い
る
必
然
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
呉
虎
（
呉
뇏

父
）
の
「
呉
」
を
、
官
名
で
は
な
く
、
氏
族
名
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。

王
令
（
命
）
善
（
膳
）
夫
豐
生
・
𤔲
工
𩀢
（
雍
）
毅
、𤕌
（
申
）
剌
（
厲
）

王
令
（
命
）、
取
呉
먼
舊
彊
（
疆
）、
付
呉
虎
、

膳
夫
豐
生
・
𤔲
工
雍
毅
兩
名
は
と
も
に
初
見
。
膳
夫
は
、
例
え
ば
大
克
鼎
銘

（2513

・
中
期
後
段
（
孝
王
世
）、
Ⅲ
B
）「
王
呼
尹
氏
、
册
命
膳
夫
克
、
王
若
曰
、

克
、
昔
余
既
命
汝
、
出
納
朕
命
」【
王
、
尹
氏
を
呼
び
、
膳
夫
克
に
册
命
せ
し
む
。

王
若
く
曰
く
、
克
よ
、
昔
、
余
既
に
汝
に
命
じ
、
朕
が
命
を
出
納
せ
し
む
】
と
あ

る
よ
う
に
、
王
命
の
出
納
を
掌
る
官
。
𤔲
工
は
𤔲
土
・
𤔲
馬
と
と
も
に
參
有
𤔲
の

一
つ
。

剌
王
の
「
剌
」
字
が
「
厲
」
字
に
通
じ
る
こ
と
は
⑬
⑭
唐
蘭
の
主
張
す
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
が
、

盤
銘
に
考
王
（
孝
王
）・
𢕌
王
（
夷
王
）
に
続
い
て
剌
王
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
剌
王
が
厲
王
で
あ
る
こ
と
が
確
實
と
な
っ
た
。

現
王
が
先
王
の
命
を
申か

さ

ね
て
命
ず
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
師
꽐
簋
銘
「
王
若
曰
、
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師
꽐
、
在
昔
、
先
王
小
學
汝
、
汝
敏
可
使
、
既
命
汝
、
更
乃
祖
考
、
𤔲
小
輔
、
今

余
隹
𤕌

乃
命
、
命
汝
𤔲
乃
祖
舊
官
小
輔

鼓
鐘
」【
王
若
く
曰
く
、
師
꽐
よ
、

在
昔
、
先
王
、
汝
を
小
學
せ
し
め
た
ま
う
に
、
汝
敏
に
し
て
使
う
可
し
、
既
に
汝

に
命
じ
、
乃
が
祖
考
を
更
ぎ
、
小
輔
を
𤔲
ら
し
め
た
り
。
今
、
余
隹
れ
乃な

ん
じが
命
を

申か

さ

ね
、
汝
に
命
じ
て
乃
が
祖
の
舊
官
せ
る
小
輔
と
鼓
鐘
と
を
𤔲
ら
し
む
】
な
ど
の

事
例
が
あ
る
。
本
銘
は
宣
王
が
先
代
厲
王
の
舊
命
を
申
ね
て
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。

「
取
呉
먼
舊
疆
、
付
呉
虎
」
の
呉
먼
は
人
名
。
呉
먼
の
「
呉
」
に
つ
い
て
、
①

李
學
勤
は
呉
虎
と
同
樣
、
こ
れ
を
官
名
の
「
虞
」
と
し
、
呉
먼
か
ら
呉
虎
へ
と
虞

官
が
世
襲
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
が
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
呉
」

は
氏
族
名
で
か
ま
わ
な
い
。呉
먼
と
呉
虎
の
續
柄
は
わ
か
ら
な
い
が
、同
族
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

「
取
」
字
は
左
半
分
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
近
出
・
新
収
・
①
李
學
勤
は
「
取
」

字
に
釋
し
、
銘
圖
・
③
周
曉
陸
・
穆
曉
軍
、
⑤
「
呉
虎
鼎
銘
座
談
紀
要
」
の
張
懋
鎔
、

周
曉
陸
・
穆
曉
軍
は
「
付
」
字
に
釋
し
て
い
る
（「
取
」「
付
」
兩
字
の
字
形
に
つ

い
て
は
下
圖
『
古
文
字
類
編　

增
訂
本
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）

を
參
照
）。
⑤
「
呉
虎
鼎
銘
座
談
紀
要
」
張
懋
鎔
は
こ
の
部
分
を
、
も
と
呉
먼
に

屬
し
て
い
た
土
地
を
呉
虎
に
授
與
す
る
（「
把
原
屬
于
呉
먼
的
土
地
授
予
呉
虎
」）

と
解
釋
す
る
が
、
最
初
の
「
付
」
字
を
付
屬
の
「
付
」
と
解
釋
す
る
に
は
無
理
が

あ
る
。
ま
た
⑤
「
呉
虎
鼎
銘
座
談
紀
要
」
周
曉
陸
・
穆
曉
軍
は
、
厲
王
の
と
き
に

與
え
ら
れ
て
い
た
呉
먼
の
舊
疆
を
宣
王
が
「
申
付
」
し
た
と
解
釋
す
る
が
、
銘
文

は
「
申
厲
王
命
」
で
あ
っ
て
、「
申
付
」
で
は
な
い
。「
取
」
と
釋
し
て
よ
い
か
必

ず
し
も
確
證
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
厲
王
の
舊
命
を
申
ね
て
確
認
し
た
宣
王

に
よ
っ
て
、
呉
먼
の
舊
領
が
呉
虎
へ
と
賜
與
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

厥
北
彊
（
疆
）、
涵
人

彊
（
疆
）、
厥
東
彊
（
疆
）、
官
人

彊
（
疆
）、

厥
南
彊
（
疆
）、
畢
人

彊
（
疆
）、
厥
西
彊
（
疆
）、
꿗
姜

彊
（
疆
）、

呉
虎
に
與
え
ら
れ
た
土
地
の
境
界
設
定
を
い
う
。
呉
虎
鼎
銘
に
記
錄
さ
れ
た
土

地
賜
與
の
手
續
き
に
つ
い
て
は
⑦
松
井
に
專
論
が
あ
る
。
議
論
の
詳
細
は
そ
れ
に
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讓
り
、こ
こ
で
は
土
地
の
境
界
設
定
の
手
續
き
を
簡
單
に
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
李
學
勤
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
土
地
の
境
界
が
北
↓
東
↓
南
↓
西
の
順

に
示
さ
れ
る
の
は
、
五
祀
衞
鼎
銘
（2497

・
中
期
前
段
（
共
王
世
）、
Ⅱ
B
）「
井

伯
・
伯
邑
父
・
定
伯
・
𣄴
伯
・
伯
俗
父
迺
講
、
使
厲
誓
、
迺
命
參
有
𤔲
、
𤔲
土
邑

人
逋
・
𤔲
馬
𩑦
人
邦
・
𤔲
工
附
矩
、
内
史
友
寺
芻
、
帥
履
裘
衛
厲
田
四
田
、
迺
舎

寓
于
厥
邑
、
厥
逆
疆

厲
田
、
厥
東
疆

散
田
、
厥
南
疆

散
田

政
父
田
、
厥

西
疆

厲
田
、
邦
君
厲

付
裘
衛
田
」【
井
伯
・
伯
邑
父
・
定
伯
・
𣄴
伯
・
伯
俗

父
す
な
わ
ち
講
り
、
厲
を
し
て
誓
わ
し
む
。
す
な
わ
ち
參
有
𤔲
：
𤔲
土
邑
人
逋
・

𤔲
馬
𩑦
人
邦
・
𤔲
工
附
矩
、
内
史
の
友
た
る
寺
芻
に
命
じ
、
帥
い
て
裘
衛
の
厲
の

田
四
田
を
履ふ

ま
し
む
。
す
な
わ
ち
寓
を
そ
の
邑
に
舎
す
。
そ
の
逆
疆
は
厲
の
田
に

お
よ

び
、
そ
の
東
疆
は
散
の
田
に

び
、
そ
の
南
疆
は
散
の
田
と
政
父
の
田
と
に

び
、
そ
の
西
疆
は
厲
の
田
に

ぶ
】
が
土
地
の
境
界
を
逆
（
北
）
↓
東
↓
南
↓
西

と
示
す
の
と
同
じ
。

五
祀
衞
鼎
銘
に
お
い
て
「

」
字
は
「
お
よ
ぶ
」、
す
な
わ
ち
土
地
の
四
周
が

そ
れ
ぞ
れ
厲
、
散
、
散
と
政
父
、
厲
の
「
田
」
と
境
界
を
接
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
本
銘
の
「

」
字
に
つ
い
て
も
、
①
李
學
勤
は
五
祀
衞
鼎
銘
と
同
じ

く
、
土
地
の
四
周
が
そ
れ
ぞ
れ
涵
人
・
官
人
・
畢
人
・
꿗
姜
の
土
地
と
境
界
を
接

し
て
い
る
と
解
釋
す
る
。
⑤
「
呉
虎
鼎
銘
座
談
紀
要
」
周
曉
陸
・
穆
曉
軍
も
ほ
ぼ

同
樣
の
理
解
を
示
し
て
い
る
が
、
五
祀
衞
鼎
銘
を
參
照
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は

「
厥
北
疆

涵
人
、
厥
東
疆

官
人
、
厥
南
疆

畢
人
、
厥
西
疆

꿗
姜
」
と
記

錄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
銘
文
の
字
數
に
制
限
が
あ
る
な
か
、あ
え
て
「
厥
北
疆
、

涵
人

疆
」
の
よ
う
に
「
疆
」
字
を
二
字
重
ね
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
⑧

高
澤
浩
一
は
「『

』
は
及
び
（
竝
列
）
の
意
。
彊
は
疆
。
境
と
同
意
で
、
そ
の

土
地
を
指
す
」
と
す
る
が
、
文
意
が
と
れ
な
い
。
本
銘
「
涵
人

疆
」・「
官
人

疆
」・「
畢
人

疆
」・「
꿗
姜

疆
」
の
「

」
字
は
五
祀
衞
鼎
銘
後
段
に
「
邦
君

厲

付
裘
衛
田
、
厲
叔
子
夙
、
厲
有
𤔲
𤕌
季
・
慶
癸
・
豳
表
・
荊
人
敢
・
井
人
倡
屖
」

【
邦
君
厲
が

と
も

に
裘
衛
に
田
を
付
す
は
、
厲
の
叔
子
夙
、
厲
の
有
𤔲
申
季
・
慶
癸
・

豳
表
・
荊
人
敢
・
井
人
倡
屖
な
り
】
と
あ
る
「

」
字
と
同
樣
、「
と
も
に
」
と

訓
ず
べ
き
で
あ
り
、「
疆
」
字
は
永
盂
銘
（6230

・
中
期
、
Ⅱ
）「
公
迺
命
鄭
𤔲
土

圅
父
・
周
人
𤔲
工
됎
・
亜
史
師
氏
邑
人
奎
父
・
畢
人
師
同
、
付
永
厥
田
、
厥
率
履
、

厥
疆
宋
句
」【
公
す
な
わ
ち
鄭
𤔲
土
圅
父
・
周
人
𤔲
工
됎
・
亜
史
師
氏
た
る
邑
人

奎
父
・
畢
人
師
同
に
命
じ
て
、
永
に
そ
の
田
を
付
せ
し
む
。
そ
の
率と

も

に
履
み
、
そ

の
疆
す
る
は
宋
句
】
の
「
疆
」
字
と
同
じ
く
、
境
界
設
定
を
意
味
す
る
動
詞
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
銘
は
、
呉
虎
に
與
え
ら
れ
た
土
地
の
境
界
設
定
に
お
い
て
、
北
側
の
境
界
設

定
で
は
涵
人
が
關
與
し
、
東
側
で
は
官
人
、
南
側
で
は
畢
人
、
西
側
で
は
꿗
姜
が

關
與
し
た
こ
と
を
記
錄
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
永
盂
銘
の
周
人
𤔲
工
됎
や
邑
人
奎

父
・
畢
人
師
同
と
い
う
人
名
を
參
照
す
れ
ば
、本
銘
で
土
地
の
境
界
設
定
に
關
わ
っ

た
涵
人
・
官
人
・
畢
人
・
꿗
姜
は
そ
れ
ぞ
れ
「
地
名
」
に
由
来
す
る
可
能
性
が
あ

る
が
、
何
故
、
彼
ら
が
こ
の
土
地
の
境
界
設
定
に
關
與
し
え
た
の
か
は
不
明
と
せ

ざ
る
を
え
な
い
。

①
李
學
勤
は
꿗
姜
の
꿗
を
鎬
京
と
考
え
、⑤
「
呉
虎
鼎
銘
座
談
紀
要
」
王
輝
は
、

畢
人
の
畢
を
文
王
・
武
王
・
周
公
旦
の
墓
が
営
ま
れ
た
と
さ
れ
る
畢
、
꿗
姜
の
꿗

を
꿗
京
と
し
、
呉
虎
に
與
え
ら
れ
た
土
地
が
現
在
の
西
安
市
長
安
區
鎬
京
郷
か
ら

阿
房
宮
郷
一
帶
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
⑤
「
呉
虎
鼎
銘
座
談
紀
要
」
周
曉
陸
・
穆
曉

軍
も
ほ
ぼ
同
樣
に
、
現
在
の
西
安
市
長
安
區
の
西
部
あ
る
い
は
西
南
部
で
あ
ろ
う
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と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
釋
は
土
地
の
四
周
が
涵
人
・
官
人
・
畢
人
・
꿗
姜

ら
の
土
地
に
接
し
て
い
る
と
の
解
釋
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
本
銘
は
土
地
の
境
界
設
定
に
こ
れ
ら
の
人
物
が
關
わ
っ
た
こ
と
を
記

錄
す
る
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
土
地
の
所
在
地
を
推
定
す
る
こ
と
に
は
議
論
の

飛
躍
が
あ
ろ
う
。

厥
영
（
倶
）
履
뀬
（
封
）、
豐
生
・
𩀢
（
雍
）
毅
・
伯

（
道
）・
内
（
芮
）

𤔲
土
寺
𠦪
、

封
は
土
地
の
境
界
標
識
。

か
ら
散
へ
の
土
地
移
讓
を
記
錄
す
る
散
氏
盤
銘

（14542

・
後
期
、
Ⅱ
）「
履
自
눫
、
渉
以
南
、
至
于
大
沽
一
封
、
以
陟
二
封
、
至

于
邊
柳
」【
履
む
に
눫
自
り
し
、
渉
り
て
以
て
南
し
、
大
沽
に
至
り
て
一
封
す
。

以
て
陟
り
て
二
封
し
、
邊
柳
に
至
る
】
に
土
地
の
境
界
設
定
（「
履
」）
に
際
し
て

「
一
封
」「
二
封
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
履
」
字
に
つ
い
て
は
、
橫
大

路
綾
子
「
古
文
字
学
研
究
文
獻
提
要　

裘
錫
圭
『
西
周
銅
器
銘
文
中
的
〝
履
〞」、

な
ら
び
に
佐
藤
信
弥
「
金
文
學
入
門　

裘
錫
圭
『
西
周
銅
器
銘
文
中
的
〝
履
〞」

を
例
と
し
て
」（
い
ず
れ
も
『
漢
文
學
研
究
』
第
三
號
、
二
〇
一
五
年
）
を
參
照
。

豐
生
・
雍
毅
は
先
に
王
命
を
承
け
て
呉
虎
に
土
地
を
賜
與
し
た
膳
夫
豐
生
と
𤔲

工
雍
毅
、伯
道
は
呉
虎
の
右
者
を
つ
と
め
た
道
。
内
（
芮
）
𤔲
土
寺
𠦪
に
つ
い
て
、

①
李
學
勤
は
こ
れ
を
「
伯
道
内
」
所
屬
の
𤔲
徒
と
し
、
さ
ら
に
膳
夫
豐
生
と
𤔲
工

雍
毅
も
ま
た
朝
廷
の
膳
夫
・
𤔲
工
で
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
土
地
の
境
界
設
定

に
王
官
が
關
わ
る
こ
と
は
先
に
引
い
た
五
祀
衞
鼎
銘
の
「
參
有
𤔲
、
𤔲
土
邑
人
逋
・

𤔲
馬
𩑦
人
邦
・
𤔲
工
附
矩
、
内
史
友
寺
芻
」
な
ど
の
例
が
あ
る
。

内
（
芮
）
𤔲
土
と
い
う
官
名
は
初
見
。
永
盂
銘
に
鄭
𤔲
土
圅
父
と
い
う
人
物
が

登
場
し
て
お
り
、
鄭
𤔲
土
と
は
𤔲
土
に
地
名
の
鄭
が
冠
せ
ら
れ
た
官
名
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
芮
𤔲
土
も
鄭
𤔲
土
と
同
樣
、
芮
の
土
地
に
關
わ
る
職
掌
を
も
つ
官

名
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
何
故
に
今
回
の
土
地
賜
與
に
關
わ
る
の
か

は
判
然
と
し
な
い
。
近
年
、
芮
国
故
地
近
郊
と
さ
れ
る
陝
西
省
韓
城
市
梁
帶
村
の

502

號
墓
か
ら
、
畢
伯
克
鼎
銘
（2273

・
後
期
）「
畢
伯
克
肇
作
朕
丕
顯
皇
祖
受

命
畢
公
䵼
彝
」【
畢
伯
克
、
肇
に
朕
が
丕
顯
な
る
皇
祖
、
受
命
せ
る
畢
公
の
䵼
彝

を
作
る
】
が
発
見
さ
れ
、
西
周
晩
期
、
畢
と
芮
に
何
ら
か
の
關
わ
り
が
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
本
銘
に
畢
人
と
芮
𤔲
土
が
同
時
に
登
場
す
る
こ

と
と
關
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
土
地
の
境
界
設
定
に
關
與
し
た
膳
夫
豐
生
・
𤔲

工
雍
毅
・
伯
道
・
芮
𤔲
土
寺
𠦪
の
う
ち
、
伯
道
の
み
が
そ
の
返
禮
の
對
象
と
な
っ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
⑦
松
井
で
も
指
摘
し
た
が
、伯
道
と
は
呉
虎（
呉

뇏
父
）
と
同
樣
に
呉
一
族
に
屬
し
て
お
り
、
呉
伯
家
（
呉
一
族
の
大
宗
）
と
し
て

呉
먼
の
舊
疆
を
呉
虎
に
賜
與
す
る
儀
禮
の
右
者
を
つ
と
め
、
さ
ら
に
は
そ
の
土
地

の
境
界
設
定
に
も
關
與
し
た
可
能
性
を
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
測

が
當
を
得
て
い
る
と
す
れ
ば
、
呉
虎
（
呉
뇏
父
）
さ
ら
に
は
呉
먼
の
「
呉
」
が
氏

族
名
で
あ
る
證
左
と
な
ろ
う
。

呉
虎
낏
（
拜
）
𩒨
（
稽
）
首
天
子
休
、
賓
善
（
膳
）
夫
豐
生
章
（
璋
）・

馬
匹
、
賓
𤔲
工
𩀢
（
雍
）
毅
章
（
璋
）・
馬
匹
、
賓
内
（
芮
）
𤔲
土
寺
𠦪
璧
・

瑗
、
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漢
字
學
硏
究　

第
六
號

土
地
の
賜
與
、
な
ら
び
に
境
界
設
定
に
對
す
る
呉
虎
か
ら
の
返
禮
品
。
境
界
設

定
に
立
ち
會
っ
た
人
物
に
對
し
て
土
地
の
受
領
者
が
返
禮
（「
賓
」）
す
る
こ
と
は
、

大
簋
銘
（5344

〜5345

・
後
期
、
Ⅲ
B
）「
豕
以
睽
履
大
賜
里
、
大
賓
豕
害
璋
・

馬
兩
、
賓
睽
害
璋
・
帛
束
」【
豕
は
睽
と
と
も
に
大
の
賜
わ
り
し
里
を
履
む
。
大
、

豕
に
害
璋
・
馬
兩
を
賓お

く

り
、
睽
に
害
璋
・
帛
束
を
賓
る
】
に
例
が
あ
る
。
大
簋
銘

で
は
、
大
に
賜
與
さ
れ
た
土
地
の
境
界
設
定
に
關
わ
っ
た
（
膳
夫
）
豕
と
睽
が
そ

れ
ぞ
れ
大
か
ら
の
返
禮
品
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
部
分
の
拓
本
は
不
明
瞭
で
返
禮
品
の
詳
細
は
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
は
な

い
が
、
近
出
・
新
出
・
銘
圖
の
釋
文
に
從
い
、
膳
夫
豐
生
と
𤔲
工
雍
毅
に
は
そ
れ

ぞ
れ
璋
・
馬
匹
が
贈
ら
れ
た
と
し
て
お
く
。
大
簋
銘
に
お
い
て
も
璋
と
馬
の
組
み

合
わ
せ
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
芮
𤔲
土
寺
𠦪
へ
の
返
禮
品
に
つ
い
て

は
釋
文
・
句
読
を
含
め
て
解
釋
が
分
か
れ
て
い
る
。
①
李
學
勤
は
「
賓
内
𤔲
土
寺

𠦪
復
（
覆
）・
爰
（
瑗
）」、
③
周
曉
陸
・
穆
曉
軍
は
「
賓
内
𤔲
土
寺
𠦪
璧
、
爰
書

尹
友
守
史
」
と
釋
し
、
近
出
は
①
李
學
勤
と
同
じ
、
新
出
は
「
賓
内
𤔲
土
寺
𠦪
璧

爰
」
と
す
る
が
句
讀
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
銘
圖
は
「
賓
内
𤔲
土
寺
𠦪
璧
、
爰
書

尹
友
守
史
」
と
す
る
。「
芮
𤔲
土
寺
𠦪
」
に
續
く
二
文
字
に
つ
い
て
は
、
次
の
句

を
み
た
う
え
で
改
め
て
判
斷
す
る
必
要
が
あ
る
。

書
尹
友
守
史

、
賓
史
𠦪
（
賁
）
韋
（

）
兩
、

史
に
よ
る
土
地
賜
與
の
記
錄
と
、
そ
れ
に
對
す
る
返
禮
品
を
い
う
。
格
伯
か
ら

生
へ
の
土
地
移
讓
を
記
錄
し
た

生
簋
銘
（5307

〜5310

・
中
期
、
Ⅲ
A
）

に
「
厥
書
史

武
」【
そ
の
書
す
る
は
史

武
】
と
史
が
土
地
移
讓
の
記
錄
に
關

與
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
散
氏
盤
銘
「
厥
左
執
䌁
、史
正
仲
農
」

【
そ
の
䌁
を
左
執
す
る
は
、
史
正
た
る
仲
農
な
り
】
も
史
が
土
地
移
讓
に
關
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。

「
尹
友
守
史

」は
尹
氏
の
同
僚
た
る
史

を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
史

の「

」

字
を
③
周
曉
陸
・
穆
曉
軍
、
近
出
・
銘
圖
は
「
廼
」
字
に
釋
し
下
句
に
屬
さ
し
め

る
が
、
こ
こ
で
は
史
の
名
と
考
え
て
お
く
。「
友
守
」
の
語
は
大
鼎
銘
（2465

〜

2467

・
後
期
、
Ⅲ
A
）「
大
以
厥
友
守
」【
大
、
そ
の
友
守
を
以ひ
き

う
】
に
み
え
て
お

り
、
師
뵌
鼎
銘
（2481

・
中
期
）「
鄭
人
膳
夫
・
官
守
友
」
の
「
官
守
友
」
も
こ

れ
に
類
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
膳
夫
克

銘
（5678

・
後
期
、
Ⅲ
B
）「
王

命
尹
氏
友
史
趛
、
典
善
夫
克
田
人
」【
王
、
尹
氏
友
た
る
史
趛
に
命
じ
、
膳
夫
克

の
田
人
を
典
せ
し
む
】
に
は
、
尹
氏
友
史
趛
が
膳
夫
克
の
「
田
人
」
の
記
錄
に
關

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
銘
圖
と
③
周
曉
陸
・
穆
曉
軍
は
「
爰
書
尹
友
守
史
」
と
釋

す
が
、「
爰
書
」
の
語
は
漢
代
木
簡
史
料
に
み
え
る
も
の
の
、
西
周
期
の
靑
銅
器

銘
で
は
確
認
で
き
な
い
。

生
簋
銘
「
厥
書
史

武
」
を
參
照
す
れ
ば
、「
書
」

一
字
で
動
詞
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
從
っ
て
、「
芮
𤔲
土
寺
𠦪
」
に
續
く
二
文
字

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
彼
へ
の
返
禮
品
と
考
え
、
と
り
あ
え
ず
は
璧
と
瑗
と
解
釋

し
て
お
く
。

史
に
贈
ら
れ
た
「
𠦪
（
賁
）
韋
（

）
兩
」
は
、
飾
り
の
あ
る

二
枚
。
三

年
裘
衛

銘
（14800

・
中
期
前
段
（
共
王
世
）、
Ⅲ
）「

𠦪
（
賁
）
兩
・
𠦪
（
賁
）

韋
（

）」、
あ
る
い
は
河
南
省
平
頂
山
市
應
國
墓
地
50
號
墓
か
ら
出
土
し
た
匍

銘
（14791
・
中
期
）
に
「
柬
（
束
）

𠦪
（
賁
）
韋
（

）
兩
」
の
用
例
が
あ
る
。
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虎
낏
（
拜
）
手
𩒨
（
稽
）
首
、
敢
對
륰
（
揚
）
天
子
不
（
丕
）
顯
魯
休
、

用
乍
（
作
）
朕
皇
且
（
祖
）
考
庚
孟
깻
鼎
、
其
子
々
孫
々
、
永
寶
。

銘
文
文
末
の
嘏
辞
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
作
器
對
象
た
る
皇
祖
考
庚
孟
は

呉
뇏
父
簋
銘
「
呉
뇏
父
作
皇
祖
考
庚
孟
깻
簋
」
に
も
み
え
て
お
り
、
本
器
の
呉
虎

と
呉
뇏
父
は
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
①
李
學
勤
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、「
皇
祖
考
」
に
庚
孟
と
い
っ
た
「
名
」
が
接
續
す
る
事
例
は
、

仲

父
簋
銘
「
皇
祖
考
夷
王
監
伯
」
を
除
け
ば
殆
ど
存
在
し
て
い
な
い
。
李
學
勤

は
呉
虎
の
祖
考
が
と
も
に
庚
孟
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
と
、
祖
考
と
庚
孟
が
別

人
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
祖
考
い
ず
れ
か
の
名
で
あ
ろ

う
と
推
測
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

訓
讀唯

れ
十
又
八
年
十
又
三
月
既
生
霸
丙
戌
、
王
、
周
の
康
宮
夷
宮
に
在
り
。
道
入

り
て
呉
虎
を
右た

す

く
。
王
、
膳
夫
豐
生
・
𤔲
工
雍
毅
に
命
ず
。
厲
王
の
命
を
申か
さ

ね
、

呉
먼
の
舊
疆
を
取
り
、
呉
虎
に
付
せ
、
と
。
そ
の
北
疆
は
涵
人

と
も

に
疆
し
、
そ
の

東
疆
は
官
人

に
疆
し
、
そ
の
南
疆
は
畢
人

に
疆
し
、
そ
の
西
疆
は
꿗
姜

に

疆
す
。
そ
の
倶
に
封
を
履ふ

む
は
、
豐
生
・
雍
毅
・
伯
道
・
芮
𤔲
土
寺
𠦪
。
呉
虎
、

天
子
の
休
に
拜
稽
首
し
、
膳
夫
豐
生
に
璋
・
馬
匹
を
賓お

く

り
、
𤔲
工
雍
毅
に
璋
・
馬

匹
を
賓
り
、
芮
𤔲
土
寺
𠦪
に
璧
・
瑗
を
賓
る
。
書
す
は
尹
友
守
た
る
史

、
史
に

賁

兩
を
賓
る
。
虎
、
拜
手
稽
首
し
、
敢
て
天
子
の
丕
顯
な
る
魯
休
に
對
揚
し
、

用
て
朕わ

が
皇
祖
考
庚
孟
の
깻
鼎
を
作
る
。
其
れ
子
々
孫
々
、
永
く
寶
と
せ
ん
。

現
代
語
譯

（
宣
）
王
の
在
位
十
八
年
三
月
既
生
覇
丙
戌
の
日
。
王
は
周
の
康
宮
夷
宮
に
お

で
ま
し
に
な
ら
れ
た
。

（
伯
）
道
は
呉
虎
を
儀
禮
の
場
に
先
導
し
た
。
王
は
膳
夫
豐
生
・
𤔲
工
雍
毅
に
、

呉
먼
の
舊
領
を
呉
虎
に
與
え
よ
、
と
命
ぜ
ら
れ
た
。

そ
の
所
領
の
北
境
は
涵
人
が
と
も
に
確
認
し
、東
境
は
官
人
が
と
も
に
確
認
し
、

そ
の
南
境
は
畢
人
が
と
も
に
確
認
し
、
そ
の
西
境
は
꿗
姜
が
と
も
に
確
認
し
た
。

彼
ら
と
と
も
に
境
界
を
確
認
し
た
の
は
（
膳
夫
）
豐
生
・（
𤔲
工
）
雍
毅
・
伯
道
・

芮
𤔲
土
寺
𠦪
で
あ
っ
た
。

呉
虎
は
天
子
の
恩
寵
を
拜
し
た
て
ま
つ
り
、
膳
夫
豐
生
に
は
璋
・
馬
を
賓お

く

り
、

𤔲
工
雍
毅
に
は
璋
・
馬
を
賓
り
、
芮
𤔲
土
寺
𠦪
に
は
璧
・
瑗
を
賓
っ
た
。

こ
と
の
経
緯
を
記
錄
し
た
の
は
尹
友
守
た
る
史

で
あ
り
、
史
（

）
に
は
飾

り
の
あ
る

二
枚
を
賓
っ
た
。

（
呉
）
虎
は
拜
手
稽
首
し
、
天
子
の
恩
寵
に
感
謝
し
、
わ
が
皇
祖
考
た
る
庚
孟

の
祭
祀
に
供
す
る
鼎
を
作
り
ま
し
た
。

子
々
孫
々
ま
で
、
永
く
寶
と
す
る
よ
う
に
。（

京
都
女
子
大
學
文
學
部
敎
授
）


